
地震に備えましょう 防災課　  66-1208

　居間、台所、寝室など普段生活している部屋の家具を4点まで無
料で固定します。

対　象 　 70歳以上の方、身体障害者手帳を所持している方、要支
援・要介護認定を受けている方で構成されている世帯

対　象 　  道路、公共施設に面した高さ60セ
ンチ以上のブロック塀を撤去する方

補助金額 　 １敷地10万円まで
※撤去工事着手前に申請してください。

【共通事項】
申し込み 　 申込書（防災課、市ホームページにあります）を直接防

災課へ。

無料で家具を固定します

ブロック塀の撤去に補助金が出ます

身近な相談役
民生委員・児童委員

　市役所、社会福祉協議会などと皆
さんをつなぐ橋渡し役です。
活 動内容　高齢者・障がい者、児童、

生活困窮者をはじめ日々の生活に
困っている方に必要なサービスの
情報を伝えたり、相談を受けます。

※ 相談内容・個人情報を他人が知る
ことはありません。

　地区の民生委員・児童委員が分か
らないときは福祉課または社会福祉
協議会（  69-3911）に連絡して
ください。

福祉課　  66-1104

外来生物から
生態系を守りましょう
環境清掃課　  57-4100

　その地域に本来生息していない生
物（外来生物）が、人間活動に伴い、
野生生物として定着してしまうケー
スが増えています。外来生物を入れ
ない・捨てない・拡げないを守り、
地域の生態系や生活環境を守りま
しょう。
　外来生物を見かけたら環境清掃課
にご連絡ください。

【外来生物の例】
・ハクビシン
・セアカゴケグモ
・メリケントキンソウ　など
※ ハクビシンやアライグマなどの農

作物に影響する有害鳥獣について
は農林水産課（  66-1126）へ。

工業統計調査を実施します
観光商工課　  66-1118

　全国の工業の実態を明らかにする
ための調査にご協力ください。
調査期日　６月１日月現在　
対 　象　製造業を営む事業所・企業
主 な調査事項　名称・所在地・従業

者数・事業内容・製造品出荷額な
ど

調 査方法　従業員数に応じて、該当
する調査票（甲・乙）を調査員が
５月上旬頃から配布します。

※ 調査員は、身分が分かる顔写真入
りの調査員証を携帯しています。

回答方法　オンラインまたは郵送

販路拡大事業費補助金
観光商工課　  66-1119

　販路開拓に取り組む中小企業者を
公募します。
募集期間　5月7日木〜 6月19日金
対 　象　市内に主たる事業所を有

し、商工会議所の支援を受けなが
ら販路拡大の取り組みを実施する
中小企業者

補助額　上限15万円
※ 海外展示会などの出展に係るもの

は20万円
▼市ホームページ

販路拡大

空き地は
適切に管理しましょう

　所有する空き地に雑草が繁茂した
り、樹木の枝が敷地外まで伸びてい
ませんか。雑草が生い茂っていると、
害虫の発生、ごみの不法投棄、放火・
犯罪の発生などの原因になります。
また、樹木の枝が敷地外に伸びるこ
とで交通に支障が出たり、近隣トラ
ブルにもつながるため、定期的な除
草や樹木の剪定をお願いします。
　除草などができない場合は、シル
バー人材センター（  69-0316）
や専門業者に相談してください。

環境清掃課　  57-4100

先端設備等導入

先端設備等導入計画による
支援について
観光商工課　  66-1119

　市の基本計画、国の導入促進指針
に適合する先端設備等導入計画を策
定・認定を受けると、設備投資のた
めの支援（固定資産税の特例など）
を受けることができます。
対　象　市内中小企業
問合先　計画：観光商工課
　　　　 固定資産税：税務課（  

66-1114）
▼市ホームページ

Jアラート
全国一斉情報伝達試験

　防災行政無線・防災ラジオによる
試験放送を実施します。
と　き　5月20日水　午前11時

防災課　  66-1208
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